
 

 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３横第７８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年６月１７日（月） １５時００分ごろ 

発生場所 愛知県田原市姫島北西方沖 

事故等調査の経過 平成２５年６月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 高栄
たかえい

丸、４.６トン 

ＡＣ３－４６３７１（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーヨット Ｃａｒｒｅｒａ
カ レ ラ

、５トン未満（長さ７.１９

ｍ） 

   ２４０－１０９０９愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 操縦者Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定（平

成２５年５月２６日をもって失効していた。） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首外板に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に割損、機関が濡損等 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、愛知県蒲郡

市知柄
ち が ら

漁港を出港し、姫島沖の漁場に向けて姫島北西方沖を航行中、

Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り、同乗者１人を乗せ、愛知県豊川市の

マリーナを出発し、田原市姫島漁港に向けて姫島北西方沖を航行中、

平成２５年６月１７日１５時００分ごろＡ船の船首部とＢ船の右舷中

央部とが衝突した。 

 Ｂ船は、右舷外板の破口から浸水し、田原市三河港田原地区に自航

して入港したものの、着岸後に沈没した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ４ 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

 Ａ船及びＢ船は、姫島北西方沖を航行中、両船が衝突したものと考

えられるが、船長Ａ及び操縦者Ｂから情報を得られなかったため、両

船が衝突に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、Ａ船及びＢ船が、姫島北西方沖を航行中、両船が衝突し



 

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常に全周の見張りを行うこと。 

・操縦士免許証の更新講習を受けること。 

 


